
基礎支援金

（住宅の被害程度）

建設・購入 200万円 300万円

補修 100万円 200万円

賃借（公営住宅を除く） 50万円 150万円

建設・購入 200万円 250万円

補修 100万円 150万円

賃借（公営住宅を除く） 50万円 100万円

建設・購入 100万円 100万円

補修 50万円 50万円

賃借（公営住宅を除く） 25万円 25万円

制度の対象
となる世帯

加算支援金

（住宅の再建方法）
計

・大規模半壊
 （損害割合40%台）

・中規模半壊
 （損害割合30%台）

100万円

50万円

－

・全壊
 （損害割合50%以上）

・解体
・長期避難

国から１／２補助 （東日本大震災分は４／５）

３．支援金の支給額

（申請窓口） 市町村
（申請時の添付書面）基礎支援金： 罹災証明書、住民票 等

加算支援金： 契約書（住宅の購入、賃借等） 等

４．支援金の支給申請

地方公共団体
において対応を検討

都道府県の相互扶助に
おいて対応

（全都道府県の拠出による基
金から支援金を支給）

支援法適用 適用とならない災害

① 災害救助法の適用基準のうち１号又は２号を満たす市町村

② 全壊世帯が10世帯以上の市町村

③ 全壊世帯が100世帯以上の都道府県

④ ①又は②の都道府県内で、全壊世帯が５世帯以上の市町村
（人口10万人未満に限る）

⑤ ①から③の区域に隣接し、全壊世帯が５世帯以上の市町村
 （人口10万人未満に限る）

⑥ ①から③の都道府県が２以上ある場合、
・全壊世帯が２世帯以上の市町村（人口５万人未満に限る）
・全壊世帯が５世帯以上の市町村（人口10万人未満に限る）

２．適用要件
（世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額）

１．制度の趣旨

自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、

都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被

災者生活再建支援金を支給することにより、その生活の再建

を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興

に資することを目的とする。

（申請期間）基礎支援金： 災害発生日から１３月以内
 加算支援金： 災害発生日から３７月以内

Ｒ２臨時国会で対象に追加（Ｒ２.７月豪雨も対象に含む。）

被災者生活再建支援制度の概要

※１ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
※２ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

※１

※２



② 自然災害により全壊１０世帯以上の被害が発生した市町村

③ 自然災害により全壊１００世帯以上の被害が発生した都道府県

市町村の区域内の人口
住家が滅失した

世帯の数

５，０００人未満 ３０

５，０００人以上 １５，０００人未満 ４０

１５，０００人以上 ３０，０００人未満 ５０

３０，０００人以上 ５０，０００人未満 ６０

５０，０００人以上 １００，０００人未満 ８０

１００，０００人以上 ３００，０００人未満 １００

３００，０００人以上 １５０

都道府県の区域内の人口
住家が滅失した

世帯の数

１，０００，０００人未満 １，０００

１，０００，０００人以上
２，０００，０００人未満

１，５００

２，０００，０００人以上
３，０００，０００人未満

２，０００

３，０００，０００人以上 ２，５００

① 災害救助法の適用基準（災害救助法施行令第１条第１項）のうち１号

又は２号を満たす自然災害が発生した市町村

災害救助法施行令 別表第１（第１号関係） 災害救助法施行令 別表第２（第２号関係）

（住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、半壊２世帯、床上浸水３世帯をもって、

それぞれ住家が滅失した１世帯とみなされる）

１号適用：別表第１の被害が発生した市町村

２号適用：別表第２の被害が発生した都道府県において、別表第１の世帯数の２分の１に

該当する被害が発生した市町村

⑤ ③又は④の都道府県に隣接する都道府県内の市町村で、①、②、③の

いずれかに隣接し、全壊５世帯以上の被害が発生したもの

(人口10万未満のものに限る)

⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が２以上ある場合に、

全壊５世帯以上の被害が発生した市町村（人口５万以上１０万未満のものに限る）

全壊２世帯以上の被害が発生した市町村（人口５万未満のものに限る）

被災者生活再建支援制度の対象となる自然災害

④ ①又は②の被害が発生した都道府県内の他の市町村で、全壊５世帯

以上の被害が発生したもの(人口10万未満のものに限る)

（※）

（※）
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